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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シーンを撮像するために、光軸、光学中心、および、視野を有するカメラの焦点を合わ
せるための装置であって、
　前記カメラの視野内のシーンのほぼ任意の関心領域（ＲＯＩ）を光の基準スポットで照
明するように制御できる照明システムと、
　前記照明システムが前記ＲＯＩを光の前記基準スポットで照明する方向を、前記カメラ
の前記光軸に対して決定する位置検出デバイスと、
　前記カメラから前記基準スポットまでのレンジを決定するように構成される測距システ
ムと、
　前記レンジをＲとし、前記カメラの光軸に対する前記照明システムがＲＯＩを照明する
方向をθとした場合に、Ｒ・ｃｏｓθにほぼ等しい距離に前記カメラの焦点を合わせるよ
うに構成される制御部と、
　を備える装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置において、
　前記シーンの画像と、光の前記基準スポットにより照明される前記シーン内の位置とを
表示する表示スクリーンを備える装置。
【請求項３】
　請求項１から２のいずれか一項記載の装置において、
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　前記シーン内の所望のＲＯＩを照明するように前記照明システムの照準を定めるべく手
動操作できるコントローラを備える装置。
【請求項４】
　請求項３記載の装置において、
　前記手動操作できるコントローラは、前記ＲＯＩが基準スポットで照明されるときに当
該基準スポットにおける前記レンジを決定するべく装置の測距システムを制御するように
なっている装置。
【請求項５】
　請求項３または４記載の装置において、
　前記手動操作できるコントローラは、前記レンジが決定されるときに前記カメラの焦点
を合わせるように操作可能である装置。
【請求項６】
　請求項５記載の装置において、
　前記手動操作できるコントローラが前記カメラの焦点を固定するように操作可能である
装置。
【請求項７】
　請求項３から６のいずれか一項記載の装置において、
　前記手動操作できるコントローラは、前記カメラの焦点が合わされるときに前記シーン
の画像を取得するべくカメラを制御するように操作可能である装置。
【請求項８】
　請求項３から７のいずれか一項記載の装置において、
　前記コントローラは、当該コントローラの機能を与えるために指で操作される回転可能
なローラボールを備える装置。
【請求項９】
　請求項３から８のいずれか一項記載の装置において、
　前記コントローラは、当該コントローラの機能を与えるために指で操作されるタッチス
クリーンを備える装置。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一項記載の装置において、
　前記光が非可視光である装置。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一項記載の装置において、
　前記照明システムが前記ＲＯＩを照明する方向は前記カメラ光軸と平行でない装置。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか一項記載の装置において、
　前記照明システムは、当該照明システムが使用する光をコード化して、その基準スポッ
トを他のカメラの照明システムにより与えられる基準スポットから区別するように基準ス
ポットを与える装置。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか一項記載の装置を備えるカメラ。
【請求項１４】
　シーンを撮像するために光軸および光学中心を有するカメラの焦点を合わせる方法であ
って、
　前記シーン内の軸外関心領域を比較的小さい光の基準スポットで照明する工程と、
　前記カメラから前記基準スポットまでのレンジを決定する工程と、
　前記レンジをＲとし、前記カメラの光軸に対する前記軸外関心領域を照明する方向をθ
とした場合に、Ｒ・ｃｏｓθにほぼ等しい距離に当該カメラの焦点を合わせる工程と、
　を含む方法。
　
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００８年９月７日付で出願された米国仮出願第６１／０９４，９１２号の
３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．１１９（ｅ）に基づく利益を主張し、その開示内容は参照により本明
細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明の実施形態は、カメラの焦点を合わせるための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　一般に、カメラは、カメラにより撮像されるシーン内の一点に対してカメラの光軸に沿
って焦点が合わされるが、一部のカメラは、ユーザがカメラを所望の方向に向けることが
できるようにするものの、シーンの複数の軸外焦点領域のうちの１つにカメラの焦点を合
わせる。軸外焦点領域の位置は、予め決定されており、カメラの光軸に対して固定される
。シーンを撮像する際には、固定された軸外焦点領域のうちの１つに所定の関心領域（Ｒ
ＯＩ）が位置付けられる状態でシーン内の特徴の所望の構図を与える方向に沿ってカメラ
を向けることができる。その後、所望の構図において所定のＲＯＩの焦点が合う画像を取
得するために、焦点が軸外焦点領域に固定されてもよい。現代のカメラは、一般に、カメ
ラ焦点を自動的に固定させることができる３～１１個、場合により５１個のプリセット軸
外合焦領域を伴って構成される場合がある。
【０００４】
　当分野においては、合焦がカメラにより撮像されるシーン内の軸上領域で行なわれよう
と或いは軸外領域で行なわれようとにかかわらずカメラの焦点を合わせるための様々な方
法および装置が知られている。多くのカメラにおいて、合焦は、カメラが撮像するために
使用されるシーンの画像のコントラストに応じて行なわれる。焦点が合う画像は、焦点が
合わない画像よりも鮮明で且つ明確に細部を表示する。鮮明な焦点が合った画像は、ピン
ぼけの焦点が外れた画像よりも高い空間周波数成分を備える。一般に、コントラストによ
ってカメラをシーンに合焦させることは、カメラのフォーカスレンズまたはレンズ系の複
数の「試行」位置のそれぞれごとにシーンの画像を取得することを伴う。各画像がサンプ
リングされ、１つの画像におけるサンプルは、その画像における空間周波数を決定するた
めに使用される。対応する画像が最も高い空間周波数を示すフォーカスレンズまたはレン
ズ系の試行位置は、フォーカスレンズの焦点位置であると考えられる。コントラストによ
る合焦は、一般に、比較的に計算が集約的であり、遅い。多くの場合、合焦のための計算
の複雑さ及び時間を減らすために、試行位置の数が減少され及び／又はサンプリングが短
いピッチで行なわれる。しかしながら、試行位置の数またはサンプリングピッチを小さく
すると、一般に、合焦の精度が低下する。
【０００５】
　また、様々な三角測量法および実施装置が、当分野において知られており、カメラの焦
点を合わせるために使用される。これらの方法では、カメラからのシーンの距離が直角三
角形の脚であると見なされる。ＰＣＴ国際公開第２００６１２０１４６号は、カメラ軸と
平行な方向に沿ってシーンを照明することにより、カメラによって撮像されるシーンを「
スポットビームエミッタ」が光のスポットでマークする、カメラの焦点を合わせるための
三角測量オートフォーカス法およびシステムについて記載する。シーンの画像内のスポッ
トの像の画像中心からの変位は、シーンまでの距離を決定するための三角測量データを与
えるために使用される。
【０００６】
　米国特許第６，０２８，６７２号は、シーン内の「物体の表面上に投影された空間的に
分布する波長スペクトルを伴うカラー光」を利用して物体までの距離を決定する「レイン
ボーステレオ３Ｄカメラ」について記載する。「基本距離だけ離間される複数のカラー撮
像センサが、シーンの立体対画像をカメラのフレームレートで取得するために使用される
。三角測量を使用して３Ｄ深度値が形成される．．．。」
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　米国特許公開第２００７／００９１１７５号は、シーン内の特徴までの距離を決定する
ためのゲート飛行時間カメラについて記載する。
【０００７】
　先に引用される全ての特許および公開公報の開示内容は、参照により本明細書に組み込
まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】ＰＣＴ国際公開第２００６１２０１４６号
【特許文献２】米国特許第６，０２８，６７２号
【特許文献３】米国特許公開第２００７／００９１１７５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の幾つかの実施形態の態様は、カメラにより撮像されるシーン内の比較的小さい
関心領域（ＲＯＩ）に対してカメラの操作者が比較的迅速にカメラの焦点を合わせること
ができる、カメラの焦点を合わせるための随意的に「ＡｃｃｕＦｏｃｕｓ」システムと称
されるシステムを提供することに関する。
【００１０】
　本発明の幾つかの実施形態の態様は、カメラの視野内に比較的小さいＲＯＩを表示して
、ＲＯＩの焦点が合うようにカメラの焦点を合わせるための方法および装置を提供するこ
とに関する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の幾つかの実施形態の一態様によれば、ＲＯＩは、カメラの光軸から外れている
。
【００１２】
　本発明の一実施形態において、カメラＡｃｃｕＦｏｃｕｓシステムは、カメラによって
撮像されるシーン内のほぼ任意の所望のＲＯＩへと向けられるように且つ光の「基準スポ
ット」と称される小スポットでシーンをマークするべく手動操作できる照明システムを備
える。随意的に、基準スポットは、円形であり、約５ｍｍ未満の直径を有する。随意的に
、基準スポットは３ｍｍ未満の直径を有する。本発明の幾つかの実施形態では、基準スポ
ットが約２ｍｍ未満の直径を有する。随意的に、ＲＯＩを照明する基準スポットのサイズ
は調整できる。照明システムがシーン内の特徴を基準スポットで照明するために与える光
の角度発散を平行にする及び／又は決定するための任意の様々な方法が、本発明の実施に
おいて、基準スポットサイズを決定するために使用されてもよい。
【００１３】
　本発明の幾つかの実施形態では、光がＩＲ光である。随意的に、光は可視光である。随
意的に、シーンの画像および基準スポットは、基準スポットが位置付けられるシーン内の
場所にカメラの操作者が追従できるように適切な視覚ディスプレイ上に表示される。シス
テムは、シーンおよび基準スポットを撮像するとともに、画像を処理して基準スポットま
でのカメラの距離を決定するための装置を備える。光の基準スポットまでの距離は、ＲＯ
Ｉの焦点が合うようにカメラの焦点を合わせるべくカメラ内に設けられる光学素子を構成
するために使用される。軸外ＲＯＩにおいて、基準スポットまでの距離は、随意的にＲＯ
Ｉを含み且つカメラ光軸と垂直な平面に対してカメラの焦点を合わせるために使用される
。
【００１４】
　シーンの領域までの距離を決定するための任意の様々な方法および方法の組み合わせが
、基準スポットまでのカメラの距離を決定するために使用されてもよい。例えば、本発明
の幾つかの実施形態において、カメラは、三角測量アルゴリズムにしたがってカメラから
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基準スポットまでの距離を決定するための装置を備える。随意的に、カメラは、コントラ
ストに応じて距離を決定するための装置を備える。幾つかの実施形態において、カメラは
、距離を決定するために飛行時間装置および方法を使用する。随意的に、ＡｃｃｕＦｏｃ
ｕｓシステムによって撮像される基準スポットのサイズは、距離を決定するために使用さ
れる。
【００１５】
　本発明の幾つかの実施形態の一態様によれば、ＡｃｃｕＦｏｃｕｓシステムは、照明シ
ステムの照準を定めて、カメラによって撮像されるシーン内の所望のＲＯＩを基準スポッ
トで照明するための手動操作できるコントローラを備える。随意的に、コントローラは、
照明システムの照準を定めるだけでなく、カメラを制御して、基準スポットがシーン内の
ＲＯＩ上に位置付けられるときにカメラ焦点を基準スポットに固定し、随意的に、カメラ
焦点が固定されるときにシーンの画像も取得するようになっている。本発明の幾つかの実
施形態では、コントローラがタッチスクリーンを備える。本発明の幾つかの実施形態にお
いて、コントローラは、回転され及び／又はカメラ焦点を合わせる及び／又は固定するべ
く押圧される「ローラーボール」を備える。
【００１６】
　したがって、本発明の一実施形態によれば、シーンを撮像するために、光軸、光学中心
、および、視野を有するカメラの焦点を合わせるための装置であって、光の比較的小さい
基準スポットを用いてカメラの視野内のシーンのほぼ任意の関心領域（ＲＯＩ）を照明す
るように制御できる照明システムと、カメラに対する基準スポットにおけるレンジを決定
するように構成される測距システムと、決定されたレンジに応じた距離にカメラの焦点を
合わせる制御部とを備える装置が提供される。
　
【００１７】
　随意的に、装置は、シーンの画像と、光の基準スポットにより照明されるシーン内の位
置とを表示する表示スクリーンを備える。これに加えて或いはこれに代えて、制御部は、
随意的に、カメラの焦点を合わせるべき距離であって、カメラの光学中心から基準スポッ
トへ向かうベクトルとカメラ光軸と一致する単位ベクトルとのスカラー積にほぼ等しい距
離を与えるべくレンジを処理するように構成される。
【００１８】
　本発明の幾つかの実施形態において、装置は、照明システムが光の基準スポットを用い
てＲＯＩを照明する方向をカメラ光軸に対して決定する位置検出デバイスを備える。
【００１９】
　本発明の幾つかの実施形態において、装置は、シーン内の所望のＲＯＩを照明するよう
に照明システムの照準を定めるべく手動操作できるコントローラを備える。
【００２０】
　随意的に、コントローラは、ＲＯＩが基準スポットで照明されるときに基準スポットに
おけるレンジを決定するべく装置を制御するようになっている。これに加えて或いはこれ
に代えて、コントローラは、レンジが決定されるときにカメラの焦点を合わせるように操
作可能である。随意的に、コントローラはカメラの焦点を固定するように操作可能である
。
【００２１】
　本発明の幾つかの実施形態において、コントローラは、カメラの焦点が合わされるとき
にシーンの画像を取得するべくカメラを制御するように操作可能である。
【００２２】
　本発明の幾つかの実施形態において、コントローラは、当該コントローラの機能を与え
るために指で操作される回転可能なローラーボールを備える。
【００２３】
　本発明の幾つかの実施形態において、コントローラは、当該コントローラの機能を与え
るために指で操作されるタッチスクリーンを備える。
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【００２４】
　本発明の幾つかの実施形態では、光の基準スポットのサイズが回折によってほぼ決定さ
れる。
【００２５】
　本発明の幾つかの実施形態では、光の基準スポットが約５ｍｍ以下の直径を有する。随
意的に、光の基準スポットは約３ｍｍ以下の直径を有する。随意的に、光の基準スポット
は約２ｍｍ以下の直径を有する。
【００２６】
　本発明の幾つかの実施形態では、光が可視光である。本発明の幾つかの実施形態では、
光が非可視光である。随意的に、光はＩＲ光である。
【００２７】
　本発明の幾つかの実施形態において、照明システムは、基準スポットでＲＯＩを照明す
るレーザを備える。
【００２８】
　本発明の幾つかの実施形態では、ＲＯＩが軸外であり、照明システムがＲＯＩを照明す
る方向はカメラ光軸と平行でない。
【００２９】
　本発明の幾つかの実施形態において、照明システムは、それが使用する光をコード化し
て、その基準スポットを他のカメラの照明システムにより与えられる基準スポットから区
別するように基準スポットを与える。随意的に、照明システムは、その基準スポットを区
別するように光を周波数エンコードする。随意的に、周波数エンコーディングは、他のカ
メラの周波数とは異なる周波数の光を使用することを含む。これに加えて或いはこれに代
えて、周波数エンコーディングは、他のカメラの繰り返し周波数とは異なる繰り返し周波
数のパルス光を使用することを含む。
【００３０】
　また、本発明の一実施形態によれば、本発明の一実施形態に係る装置を備えるカメラが
提供される。
【００３１】
　また、本発明の一実施形態によれば、シーンを撮像するために光軸および光学中心を有
するカメラの焦点を合わせる方法であって、比較的小さい光の基準スポットを用いてシー
ン内の軸外関心領域を照明することと、カメラに対する基準スポットにおけるレンジを決
定することと、カメラの光学中心から基準スポットへ向かうベクトルとカメラ光軸と一致
する単位ベクトルとのスカラー積に応じてカメラの焦点を合わせることとを含む方法が提
供される。
【００３２】
　以下、この段落の後に挙げられる添付図面を参照して、本発明の非限定的な実施形態の
例について説明する。複数の図に現れる同一の構造、要素、または、部分には、一般に、
それらが現れる全ての図において同じ参照符号が付される。図に示される構成要素および
特徴の寸法は、便宜的で明確な提示のために選択されており、必ずしも一定の倍率で示さ
れていない。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の一実施形態に係る、シーンを撮像するために使用されるＡｃｃｕＦｏｃ
ｕｓシステムを備えるカメラを概略的に示す。
【図２】本発明の一実施形態に係る、カメラの焦点を合わせるためにシーンの特定のＲＯ
Ｉに照準が定められる図１に示されるＡｃｃｕＦｏｃｕｓシステムを概略的に示す。
【図３】本発明の一実施形態に係る、どの距離にカメラの焦点を合わせるべきかをＡｃｃ
ｕＦｏｃｕｓが決定する方法を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
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　図１は、本発明の一実施形態に係る、シーン５０の画像を取得するために撮影者（図示
せず）により使用されるＡｃｃｕＦｏｃｕｓシステム３０を備えるカメラ２０を概略的に
示している。ＡｃｃｕＦｏｃｕｓ３０は、カメラ２０によって撮像されるシーン、例えば
シーン５０内の関心領域（ＲＯＩ）を基準スポットでマークするための照明システム３１
と、基準スポットまでの距離を決定するための測距システム４１とを備える。
【００３５】
　照明システム３１は、随意的に手動操作され、カメラ２０の視野内のほぼ任意の領域、
例えばシーン５０内の任意の関心領域を随意的に可視光の基準スポットで照明するべく照
準が定められるように制御可能なレーザ３２を備える。随意的に、カメラ２０のソケット
に取り付けられるボールコントローラ、以下では「ローラーボール」３３が、照明システ
ム３１の照準を定めるために使用される。ローラーボール３３は、随意的にレーザをシー
ン５０の所望のＲＯＩへ向けるために手動で回転される。
【００３６】
　測距システム４１は、それが所望のＲＯＩをマークしているときに基準スポットまでの
距離を決定するために、三角測距システム、飛行時間測距システム、及び／又は、コント
ラスト測距システム、および、そのようなシステムの組み合わせなどの任意の様々な測距
システムを含み得る。随意的に、測距システム４１は、図示のように立体測距システムを
成しており、２つの異なる視野からシーン５０の画像と基準スポットとを取得する２つの
撮像装置４２を備える。測距システムは、カメラから基準スポットまでの以下で「レンジ
」とも称される距離を決定するために適切な三角形分割アルゴリズムを使用する。
【００３７】
　なお、レーザ３２および撮像装置４２はカメラハウジングの外面に取り付けられる別個
の構成要素として概略的に示されているが、無論、言うまでもなく、レーザ及び／又は撮
像装置は、カメラ２０に一体に取り付けられてもよく、また、カメラ内の他のシステムと
供用される構成要素を備えてもよい。例えば、撮像装置４２の少なくとも一方は、カメラ
２０がシーン５０をその上で撮像する感光面またはその一部を使用してもよい。
【００３８】
　カメラ２０は、当分野において知られる任意の様々な光学部品およびシステムを備えて
もよく、また、例えば、ＣＣＤまたはＣＭＯＳ感光面（図示せず）、および、シーン５０
からの光を感光面上に集光して撮像するための任意の適したレンズシステム、および、カ
メラの焦点を合わせるためにレンズシステムの構成要素を移動させて位置決めするための
適切な機構を有してもよい。随意的に、カメラ２０は、光軸２２を有するとともに、シー
ン５０からの光を集光して撮像するためのレンズ（図示せず）が取り付けられるバヨネッ
トレンズマウント２４と、シーン５０の画像６０を表示するための表示スクリーン２６と
を備える。表示スクリーン２６およびシーンの画像６０の拡大イメージが挿入部７０内に
示される。本発明の一実施形態によれば、撮影者は、自分が撮像システム３１のレーザ３
２を向けるシーン５０内の場所を追跡して、表示スクリーン２６上のシーンの画像６０の
背景に対する基準スポットの像の位置を観察することにより、シーン内のＲＯＩを基準ス
ポットでマークすることができる。
【００３９】
　一例として、シーン５０は、宝石のための広告で用いる画像を与えるように撮影される
ようになっており、馬の彫刻５２に見とれる美術館セッティング内の女性５１を含む。背
景には、絵画５３が彫刻５２の背後の壁に掛かっている。女性は、シーン内の特定の関心
領域（ＲＯＩ）であるイヤリング５４を身に着けており、また、カメラ２０は、女性およ
び彫刻の「古典的な」背景を背にしたイヤリングの明瞭な「アップスケール」広告画像を
与えるように焦点が合わされるようになっている。
【００４０】
　図１において、撮影者は、カメラの光軸２２が女性５１と彫刻５２との間のシーン５０
内の領域へと向いて絵画５３と交差するようにカメラ２０を向けている。カメラが向けら
れる方向は、カメラの視野内に彫刻および絵画を含むとともに、美術館セッティング内の
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女性の望ましいアップスケール構図を与える。提示の便宜上、距離および方向は、カメラ
の光学中心８１に位置すると仮定される座標原点を有する座標系８０に委ねられ、この場
合、カメラ２０の光軸２２がｚ軸と一致する。
【００４１】
　図２は、矢印３５により示される光でイヤリング５４を照明して星形３６により示され
る光の基準スポットをイヤリング５４上に与えるために撮影者がＡｃｃｕＦｏｃｕｓ照明
システム３１の照準を定めた後のＡｃｃｕＦｏｃｕｓ３０を概略的に示している。表示ス
クリーン２６上に示される基準スポット３６の像６６は、基準スポット３６が位置付けら
れる場所と、基準スポットがイヤリング上に適切に位置決めされていることとを撮影者に
対して知らせる。
【００４２】
　基準スポット３６がシーン５０内の女性のイヤリング５４上に適切に位置付けられるこ
とに撮影者が満足すると、撮影者は、測距システム３２によって決定される基準スポット
までのレンジに応じてＡｃｃｕＦｏｃｕｓ３０を制御してカメラ２０の焦点をシーン５０
に合わせる。随意的に、撮影者は、ＡｃｃｕＦｏｃｕｓ３０を制御して、カメラ２０の焦
点を合わせるとともに、ローラーボール３３を使用してシーン５０の画像を取得する。例
えば、ローラーボール３３を回転させてレーザ３２をイヤリング５４に向けた後、ローラ
ーボールが静止状態に保たれる間にローラーボールに作用する圧力は、随意的に、測距シ
ステム４１によって決定される距離で合焦するようにカメラの光学系に信号を送る。カメ
ラが焦点３６までの距離を決定した後に所定時間にわたってローラーボールに作用する圧
力が維持されてカメラが合焦されると、その後、シーンの画像を取得するようにカメラが
制御される。
【００４３】
　本発明の一実施形態によれば、シーン５０をその上に撮像するカメラ２０の感光面が感
応する光で照明システム３１が基準スポット３６を発生させる場合には、シーン５０の画
像の取得中に照明システム３１がオフにされる。一方、本発明の一実施形態において、シ
ーン５０をその上に撮像する感光面が感応しない光で照明システム３１が基準スポット３
６を発生させる場合には、シーン５０の画像の取得中に照明システム３１が随意的にオフ
にされない。
【００４４】
　例えば、シーン５０の画像が形成される感光面がＩＲ光を遮断するようにフィルタリン
グされてもよく、また、照明システム３１が随意的に基準スポット３６をＩＲ光によって
発生させる。撮影者が照明システム３１を向けている場所を撮影者に対して示すために、
シーン５０が撮像されるＩＲ非感応型感光面に位置合わせされるＩＲ感応型感光面（図示
せず）上に焦点３６が撮像される。ＩＲ感光面により発生される基準スポットの像は、焦
点が向けられる場所を撮影者に対して示すために、スクリーン２６上に示されるシーン５
０の画像上に重ね合わされる。
【００４５】
　図３は、本発明の一実施形態に係る、測距システム３１によって焦点３６に関して決定
されるレンジに応じてどの距離にカメラ２０の焦点を合わせるべきかをＡｃｃｕＦｏｃｕ
ｓ３０が決定する方法を概略的に示している。照明システム３１によってイヤリング５４
上に与えられる基準スポット３６は、ｚ軸に対して方向角θを有するとともに長さ「Ｒ」
を有する空間ベクトル９１の端部に位置する。本発明の一実施形態において、ＡｃｃｕＦ
ｏｃｕｓ３０は、イヤリング５４をマークする基準スポット３６を含み且つ光軸２２と垂
直な平面に対してカメラ２０が合焦されることを決定する。基準スポット３６を含む光軸
２２と垂直な平面が破線円９２によって概略的に示されている。提示の便宜上、基準スポ
ット３６を含む平面９２よりもカメラ２０から遠くに変位される彫刻５２および絵画５３
と関連付けられる平面は、破線円９３、９４によってそれぞれ表わされる。
【００４６】
　平面９２は、光軸２２に一致する単位ベクトルと空間ベクトル９１とのスカラー積すな
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わちドット積に等しい距離を隔てて光学中心８１から位置付けられる。光学中心８１から
平面９２までの距離が長さＤＦを有する空間ベクトル９６によって表わされる場合には、
ＤＦ＝Ｒｃｏｓθである。ここで、Ｒは、前述したようにベクトル９１の長さである。
【００４７】
　方向角θは、随意的に、基準スポットを撮像する感光面上における基準スポット３６の
像の位置に応じて決定される。例えば、シーン５０が撮像される同じ感光面上に基準スポ
ット３６が撮像される場合には、基準スポット像からカメラ２０の光学中心８１へと向か
うラインがカメラ光軸２２と角度θを成す。無論、角度θは、シーン５０が撮像される感
光面以外のカメラ２０の感光面上における基準スポットの像の位置と、感光面間の所定の
適切な幾何学的関係とから決定することができる。基準スポット像が認識され、それによ
り、パターン認識アルゴリズムを使用して、感光面上における基準スポットの位置および
角度θが随意的に決定される。
【００４８】
　本発明の幾つかの実施形態では、照明システム３１により与えられる光が照明システム
によってコード化され、それにより、異なるカメラによって与えられる基準スポットが区
別される。したがって、異なるカメラを用いて同じシーンを同時に撮像する撮影者は、他
の１または複数の撮影者のカメラにより与えられる基準スポットを妨げることなく、基準
スポットを使用して自分のそれぞれのカメラの焦点を合わせることができる。
【００４９】
　例えば、本発明の幾つかの実施形態において、異なるカメラにおける照明システム３１
などの照明システムは、異なる周波数の光を使用して基準スポット３６を発生させる。異
なるカメラは、基準スポットを撮像するために、他のカメラからの波長ではなくそれら自
体の照明システムにより使用される波長の光に感応する。随意的に、本発明の一実施形態
によれば、異なるカメラの照明システム３１によって与えられる光は、基準光スポットを
区別するために異なる繰り返し周波数で与えられる光のパルスを用いて基準スポットを生
成する。カメラは、その繰り返し周波数を監視することにより、基準光スポットがそれ自
体のものであるかどうかを決定する。
【００５０】
　本発明の一実施形態によれば、方向角θは、適切な位置検出デバイス（図示せず）によ
って与えられる信号に応じて座標系８０に対して決定される。随意的に、位置検出デバイ
スは、座標系のｚ軸に対するレーザ３２の動き及び／又はそのソケット内のローラーボー
ル３３の動きを監視する。随意的に、ＡｃｃｕＦｏｃｕｓ３０がレーザ３２の位置を決定
する際の精度を高めるため、また、部品ドリフトおよび温度変化に起因するエラーを減ら
すため、ＡｃｃｕＦｏｃｕｓ３０が定期的に、自動的に、または、選択的に較正される。
較正は、一例として、レーザ３２の異なる位置に関して基準スポットをカメラ２０の感光
面上に撮像して、像のマップから、レーザのどの位置に関して基準スポットが光軸２２（
すなわち、ｚ軸）に沿って位置すべきかを決定することを含んでもよい。
【００５１】
　イヤリング５４を含む或いはイヤリング５４に近い光軸に垂直な平面内には、光軸２２
に沿ってシーン５０の特徴が存在しない（前述したように、彫刻５２および絵画５３は、
基準スポット３６を含む平面９２よりも大きいｚ座標でイヤリング５４のｚ座標に対して
ｚ軸に沿って変位される）ことに留意されたい。したがって、イヤリング５４のための焦
点合わせが光軸２２の方向に沿って試みられると、一般にかなりの欠点となる。従来の固
定された焦点領域を使用してイヤリング５４のための焦点合わせを試みると、シーン５０
の図１～３に示されるような所望の構造のためにイヤリングが固定された焦点領域に適切
に中心付けられない場合がある。そのような状況において、撮影者は、しばしば、焦点領
域をＲＯＩ、例えば５４に中心付けて焦点を固定するために所望の構図を与える方向から
離れるようにカメラ２０を向ける。焦点を固定した後、撮影者は、所望の構図を与える方
向へカメラを再び方向付けて、画像を取得する。しかしながら、カメラ方向の再配向は、
一般に、ＲＯＩを焦点距離から変位させて、ＲＯＩの画像の画質を低下させる。従来の固
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定された焦点領域を使用すると、焦点合わせは、イヤリング付近のシーンの領域内に含ま
れるイヤリング５４以外のシーン５０の特徴に依存する傾向があることに留意されたい。
これらの他の特徴への依存により、ピント外れが生じる可能性があるとともに、許容でき
るピントを得るように繰り返し試みてカメラのエラーを調整する必要がある。
【００５２】
　図１～３では、また、その説明では、ＡｃｃｕＦｏｃｕｓ３０が２つの撮像装置を備え
る立体測距システム４１を備えるように示されているが、前述したように、本発明の実施
は立体測距システムの使用に限定されない。他の例として、ＡｃｃｕＦｏｃｕｓ３０は随
意的に飛行時間測距システムを備える。飛行時間測距システムでは、基準スポット３６を
発生させるために照明システム３１が随意的に一連の光パルスを与え、焦点からの光が単
一の感光検出器に記録される。照明システム３１から基準スポットへ向かって検出器へ戻
るまでのパルス光の飛行時間は、基準スポットまでの距離を決定するために使用される。
随意的に、飛行時間測距システムは、先に挙げられた米国特許公開第２００７／００９１
１７５号に記載されるものに類似する。
【００５３】
　更なる他の例として、ＡｃｃｕＦｏｃｕｓ３０は、先に引用された国際公開第２００６
１２０１４６号に記載されるものに類似する三角測距システムを備えてもよい。しかしな
がら、国際公開第２００６１２０１４６号がカメラの光軸と平行な方向に沿ってスポット
を発生させるためにスポットエミッタを必要とするのに対し、本発明の一実施形態によれ
ば、照明システム３１は、カメラ２０の光軸と必ずしも平行である必要がない方向に沿っ
て基準スポットを発生させる。随意的に、焦点３６を撮像する検出器は、照明システム３
１がシーンを照明する方向の動きと共に移動するように制御される光軸を有し、それによ
り、基準スポットが所望のＲＯＩをマークするときに検出器の光軸が照明システム３１の
照明方向と平行になる。平行な照明方向と検出器の光軸との間の距離、および、検出器に
よって与えられる画像中の基準スポットの像の画像中心からの変位は、基準スポットまで
の距離を決定するための三角測量データを与えるために使用される。
【００５４】
　本発明の幾つかの実施形態において、ＡｃｃｕＦｏｃｕｓ３０は、コントラストを使用
して所望のＲＯＩをマークする基準スポット３６に応じてカメラ２０の焦点を合わせる。
しかしながら、本発明の一実施形態によれば、コントラストが決定される領域は、基準ス
ポット３６を含むカメラ２０の視野の比較的小さい部分に制限される。したがって、本発
明の一実施形態によれば、従来のコントラスト技術を使用してカメラを合焦させるために
必要な時間と比べて比較的短い時間で、コントラストを使用して基準スポット３６を含む
ＲＯＩに対してカメラ２０の焦点を合わせることができると期待される。随意的に、焦点
合わせのためのコントラストが決定される基準スポット３６周囲の領域は、表示スクリー
ン上に示される基準スポットを取り囲む陰影付きの円によって表示スクリーン２６上に表
示される。随意的に、撮影者は、焦点合わせのためのコントラストが決定されるカメラ視
野の部分のサイズを調整できる。
【００５５】
　本出願の明細書本文および特許請求の範囲において、用語「備える」、「含む」、およ
び、「有する」、並びに、その類のそれぞれは、その用語が関連付けられ得るリストに挙
げられるものに必ずしも限定されない。
【００５６】
　一例として与えられ且つ本発明の範囲を限定するべく意図されない本発明の実施形態の
様々な詳細な説明を使用して本発明について述べてきた。説明した実施形態が異なる特徴
を備えていてもよく、その全てが本発明の全ての実施形態で必要とされるとは限らない。
本発明の幾つかの実施形態は、特徴の一部のみ或いは特徴の想定し得る組み合わせを利用
する。説明される本発明の実施形態、および、説明される実施形態で言及された特徴の異
なる組み合わせを備える本発明の実施形態の変形は当業者が想起できる。本発明の範囲は
特許請求の範囲によってのみ限定されるものであり、また、特許請求の範囲は、そのよう
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な変形および組み合わせの全てを含むように解釈されるべきである。

【図１】 【図２】



(12) JP 5758805 B2 2015.8.5

【図３】
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